
新
幹
線
鉄
道
に
お
け
る
列
車
運
行
の
安
全
を
妨
げ
る
行
為
の
処
罰
に
関
す
る
特
例
法
の
規
定
を
適
用
す
る
新
幹
線
鉄
道

の
区
間
及
び
日
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

東
京
都
と
青
森
市
と
を
連
絡
す
る
新
幹
線
鉄
道
の
う
ち
盛
岡
市
と
八
戸
市
と
を
連
絡
す
る
区
間
が
開
通
し
、
営
業
が
開
始
さ

れ
る
こ
と
に
伴
い
、
当
該
区
間
に
つ
い
て
新
幹
線
鉄
道
に
お
け
る
列
車
運
行
の
安
全
を
妨
げ
る
行
為
の
処
罰
に
関
す
る
特
例
法

の
規
定
を
平
成
十
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。



政
令
第

号

新
幹
線
鉄
道
に
お
け
る
列
車
運
行
の
安
全
を
妨
げ
る
行
為
の
処
罰
に
関
す
る
特
例
法
の
規
定
を
適
用
す
る
新
幹
線
鉄
道

の
区
間
及
び
日
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
全
国
新
幹
線
鉄
道
整
備
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
附
則
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ

の
政
令
を
制
定
す
る
。

新
幹
線
鉄
道
に
お
け
る
列
車
運
行
の
安
全
を
妨
げ
る
行
為
の
処
罰
に
関
す
る
特
例
法
の
規
定
を
適
用
す
る
新
幹
線
鉄
道
の
区

間
及
び
日
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

東
京
都
と
青
森
市
と
を
連
絡
す
る
新
幹
線
鉄
道
の
う
ち
盛
岡
市
と
八
戸
市

平
成
十
四
年
十
二
月
一
日

と
を
連
絡
す
る
区
間

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

東
京
都
と
青
森
市
と
を
連
絡
す
る
新
幹
線
鉄
道
の
う
ち
盛
岡
市
と
八
戸
市
と
を
連
絡
す
る
区
間
が
開
通
し
、
営
業
が
開
始
さ

れ
る
こ
と
に
伴
い
、
当
該
区
間
に
つ
い
て
新
幹
線
鉄
道
に
お
け
る
列
車
運
行
の
安
全
を
妨
げ
る
行
為
の
処
罰
に
関
す
る
特
例
法

の
規
定
を
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。




